
悩んでいませんか？ 
 
 

男女雇用機会均等法が解決のお手伝いをします 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

セクシャルハラス

メントの被害にあ

った時はどうすれ

ばいい？ 

職場における 
セクシャルハラ
スントって何？ 
 

セクシャルハラ
スメントのない
職場づくりのた
めに心がけるこ
とは？ 

私の職場にはど
んなセクシャル
ハラスメント対
策があるんだろ
う？ 

 
 
 
 
 
 
 

専門のセクハラ相談員が対応します。 
お気軽にご相談ください。 

 
●相談日時：毎週木曜日 ９：００～１６：００ 
来所相談：要予約、無料、秘密厳守 
 

●相談場所：沖縄労働局雇用均等室 
〒900-0006 那覇市おもろまち 2 丁目 1 番 1 号 那覇第２地方合同庁舎 
TEL：０９８－８６８－４３８０ / FAX：098-869-7914 

 
●対象者：労働者、事業主等 

平日は、８：３０～１７：１５ 雇用均等室の職員が対応します。 


